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報告第11号

平成28年度決算における健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3

条第1項の規定により、平成28年度決算における健全化判断比率を別紙監査

委員の意見を付けて次のとおり報告する。

実質赤字比率 1連結実質赤字比率1 実質公債費比率

(単位:%)

将来負担比率

- - 3.8 40.4

備考 括弧書は早期健全化基準を示す。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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報告第12号

平成28年度戸田市水道事業会計決算における資金不足比率の報告に

ついて

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第

22条第1項の規定により、平成28年度戸田市水道事業会計決算における資

金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

(単位:%)

資金不足比率

一

備考 括弧書は経営健全化基準を示す。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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報告第13号

平成28年度戸田市下水道事業会計決算における資金不足比率の報告に

ついて

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第9-4号)第

22条第1項の規定により、平成28年度戸田市下水道事業会計決算における

資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

(単位:%)

資金不足比率

一

備考 括弧書は経営健全化基準を示す。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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議案第56号

戸田市犯罪被害者等支援条例

(目白勺)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市

及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための基

本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的

に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、安全で

安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1)犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2)犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をい

つ。

(3)関係機関等 国、埼玉県、警察その他の関係機関並びに犯罪被害者等の

支援を行う公共的団体及び民間の団体をいう。

(4)市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者及び市内にお

いて組織する団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平

穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、日

常生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるもの

とする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害すること

のないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正

な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のた

めの施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図

るものとする。

(市民等の責務)
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第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよ

う十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援

に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができ

るようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整

を行うものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとす

る。

(市民等の理解の増進)

第7条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要

性等について市民等の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必

要な施策を講ずるものとする。

(民間支援団体への支援)

第8条 市は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体に対し、その活動の

促進を図るため、活動に必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行う

ものとする。

(意見の聴取)

第9条 市は、市が実施する犯罪被害者等の支援が適切に実施されるよう、犯

罪被害者等及び関係機関等から意見を聴くものとする。

(人材の育成)

第10条 市は、犯罪被害者等が適切な支援を受けられるよう、相談、情報の

提供その他の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するため、研修その他の

必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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議案第57号

戸田市印鑑条例の一部を改正する条例

戸田市印鑑条例(昭和57年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「民間事業者」を「市長又は民間事業者」に改める。

第5条第1項中「一に」を「いずれかに」に改める。

第8条の見出しを「(印鑑登録証)」に改め、同条第1項中「とだ市民カード

(以下「市民カード」を「印鑑登録証(以下「印鑑登録証」に改め、同条第2

項中「市民カード」を「印鑑登録証」に改め、同条第3項中「第1項の市民

カード」を「印鑑登録証」に改める。

第9条の見出し中「市民カード」を「印鑑登録証」に改め、同条第1項中「市

民カード」を「印鑑登録証」に、「汚染又はき損した」を「汚損し、又は毀損し

た」に改める。

第10条を削る。

第11条中「届出なければ」を「届け出なければ」に改め、同条を第10条

とする。

第12条第1項を次のように改める。

印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市

長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

(4)印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったとき。

第12条第2項中「前項の印鑑登録の廃止申請等」を「第1項の規定による

申請」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項(同項第3号を除く。)の規定による申請をするときは、印鑑登録証を

市長に返還しなければならない。

第12条を第11条とする。

第13条第1項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第1号を次のよう

に改める。

(1)前条第1項の規定による申請があったとき。

第13条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、

同項第5号中「第5条第1号」を「第5条第1項第1号」に改め、同号を同項
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第4号とし、同項中第6号を第5号とし、同条第2項中「前項第4号から第6

号まで」を「前項第3号から第5号まで」に改め、同条を第12条とする。

第14条中「市民カード」を「印鑑登録証」に改め、同条を第13条とする。

第15条第1項中「第7条第3号」を「第7条第1項第3号」に改め、同条

を第14条とする。

第16条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第1号中「市民カード」

を「印鑑登録証」に改め、同条第3号中「市民カードが、汚染又はき損してい

る」を「印鑑登録証が、汚損し、又は毀損している」に改め、同条を第15条

とし、第17条から第20条までを1条ずつ繰り上げる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の戸田市印鑑条例の規定によりとだ市民

カードの交付を受けている者は、改正後の戸田市印鑑条例の規定により印鑑

登録証を交付されたものとみなす。

(戸田市手数料条例の一部改正)

3 戸田市手数料条例(昭和41年条例第31号)の一部を次のように改正す

る。

別表第21項中「とだ市民カード」を「印鑑登録証の」に改める。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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議案第58号

戸田市地域交流センター条例の一部を改正する条例

戸田市地域交流センター条例(平成26年条例第22号)の一部を次のよう

に改正する。

第2条に次の1項を加える。

2 上戸田地域交流センターの附属施設として、上戸田地域交流広場を戸田市

上戸田2丁目18番1号に設置する。

第13条第1項に次のただし書を加える。

ただし、別表第1に掲げる施設以外の施設の使用料は、無料とする。

附則

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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議案第59号

戸田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

戸田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(平

成26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第3号中「主任介護支援専門員(」の次に「介護支援専門員で

あって、」を加え、「者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第2号

に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した白から起算して5年を超

えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したも

の」を「もの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号におい

て「修了町という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から

起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規

定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保

険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以

下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によ

り介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第

1号イ (3)に規定する主任介護支援専門員に該当することとなる者並びに

平成29年改正省令附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によること

とされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条

の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の

介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19

号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する

主任介護支援専門員を含むものとする。

(戸田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の一部改正)

3 戸田市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例゛(平成29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
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附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男

- 10-



議案第60号

戸田市子どものための教育・保育給付に関する条例の一部を改正する条

例

戸田市子どものための教育・保育給付に関する条例(平成27年条例第1号)

の一部を次のように改正する。

別表備考第5項中「附則第5条、附則第5条の4及び附則第5条の4の2」

を「附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、

附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第

2項並びに附則第45条」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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議案第61号

戸田市営住宅条例の一部を改正する条例

戸田市営住宅条例(平成9年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「昭和26年建設省令第19号」の次に「。以下「省令」と

いう。」 を加える。

第13条第1項中「公営住宅法施行規則第10条」を「省令第11条」に改

める。

第14条第1項中「公営住宅法施行規則第11条」を「省令第12条」に改

カろ。

第15条第1項ただし書中「による」の次に「報告の」を加え、同条に次の

1項を加える。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5

条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法

律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者

に限る。第33条第4項において同じ。)が次条第1項に規定する収入の申

告をすること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困

難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の

市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第38

条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法に

より把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時

からの経過年数その他の事情に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定

めることができる。

第16条第2項中「公営住宅法施行規則第8条」を「省令第7条」に改める。

第33条に次の1項を加える。

4 市長は、市営住宅の入居者が第1項の規定に該当する場合において第16

条第1項に規定する収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による

報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第15条第4

項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家

賃を、毎年度、令第8条第3項で定めるところにより、第15条第4項の省

令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近

傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

第35条第1項中「第33条第1項」を「第4項並びに第33条第1項及び

- 12-



第4項」に改める。

第38条第1項中「、第33条第1項」を「若しくは第4項、第33条第1

項若しくは第4項」に改める。

第41条中「、第33条第1項」を「若しくは第4項、第33条第1項若し

くは第4項」に、「第11条」を「第12条」に改める。

第42条中1、第33条第1項」を「若しくは第4項、第33条第1項若し

くは第4項」に、 「第11条」を「第12条」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から平成30年3月31日までの間における改正後の

戸田市営住宅条例第15条第4項の規定の適用については、同項中「第5条

の2第1項」 とあるのは、「第5条の2」 とする。

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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議案第62号

指定管理者の指定について

下記のとおり公の施設の指定管理者を指定したいから、地方自治法(昭和

22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求

ゐる。

記

1 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

戸田市立介護老人保健施設

2 指定管理者候補者の名称

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬5850番地

医療法人健秀会

3 指定する期間

平成30年4月1日から平成35年3月31日まで

平成29年8月25日提出

戸田市長 神 保 国 男
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